
退職準備給付制度

－ 給料から「税金と社会保険料」が減額される仕組み（1）

毎月の給料

1. 社会保険料が差引かれます 4. 会社負担社会保険料も減額

2. 税金も差引かれます3. 手取り給与分です

3,000円差引
（15％）

3,000円差引
（15％）

3,000円差引
（15％）

制度活用メリット
社員分メリット 6,000円
事業主メリット 3,000円
合 計 9,000円
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別途

２万円拠出した場合



手取り給与

退職準備給付制度

－ 減額された「税金と社会保険料」を貯蓄に回せる仕組み（２）

多くの方が、手取り給与の一部を貯蓄します。 残りが毎月使うお金です。 出来れば、もう少し
貯蓄に回したいと思っていますよね。でも、「毎月使うお金」を減らしてまで貯蓄することは
出来ません。 しかし、「退職給付制度」を活用すれば、「社会保険料・税金」の減額分を貯蓄に
回すことが可能なのです。 更に、事業主ご自身の掛金損金処理による法人税減額と税金・社会保険料
減額分もプラスされます。

毎月の貯蓄 毎月の貯蓄
制度利用しない場合

毎月の貯蓄

制度利用する場合
（２万円拠出時の大雑把な計算です）

① 社員負担社会保険料減額分プラス
３０００×１２ヶ月＝３６，０００円

② 税金減額分プラス

３０００×１２ヶ月＝３６，０００円

③ 事業主負担社会保険料減額分で企業側プラス

３０００×１２ヶ月＝３６，０００円

貯蓄増加分

（このお金は変わりません）
年間+７．２万円

貯蓄に回せる


